
高知県救急医療協議会

メディカルコントロール専門委員会

令和５年 12 月６日施行

消防機関の通信指令員が行う口頭指導に関する実施基準

１ 目的

この実施基準は、高知県内の消防機関が通報者若しくは傷病者の近くにいる者に対し

て行う応急手当の口頭指導について、実施方法等必要な事項を定め、救命率及び社会復

帰率の向上に資することを目的とする。

２ 定義

この実施基準において、口頭指導、口頭指導員及び応急手当実施者の定義は次のとお

りとする。

（１）口頭指導 救急要請受信時に、消防機関が通報者若しくは傷病者の近くにいる

者に協力を要請し、電話等により口頭で応急手当の指導を行うこと。

（２）口頭指導員 通信指令業務に従事しており、口頭指導を行うための要件を満た

す消防職員

（３）応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け、傷病者に対し応急手当を

施行する者（口頭指導を施行者に伝える者も含む。）

３ 口頭指導の実施要領

（１） 口頭指導の項目

口頭指導の項目は次のアからコまでのとおりとする。

ア 心肺蘇生法

イ 気道異物除去法

ウ 止血法

エ 熱傷手当

オ 指趾切断手当

カ AEDの実施
キ 痙攣

ク 刺咬傷処置

ケ 中毒・誤飲

コ 上記に掲げるもののほか口頭指導員が必要と判断した項目

（２） 口頭指導の実施及び中止の判断

口頭指導は、口頭指導員が聴取した内容から、応急手当が必要と判断した場合

に実施する。
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また、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っている等により対応できな

い場合及び指導により症状の悪化を生じると判断される場合は中止する。

（３） 口頭指導員の要件

口頭指導員は、次のアからウまでのいずれかに該当する者をもって充てることと

し、実効性及び迅速性を高めるために、職員の資格や実務経験を考慮した講習をそ

れぞれの消防本部で実施するものとする。

ア 救急救命士

イ 救急隊員の資格を有する者

ウ 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱（平成５年３月 30 日付け消防

救第 41 号）に基づく応急手当指導員

（４） 口頭指導内容

口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急隊が向かっている旨を伝える等、

応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、原則として各項目のプロトコールの

内容に従って指導するものとする。

（５） 救急隊との連携

口頭指導を実施した場合、出場中の救急隊に対して口頭指導の内容及び傷病者に

関する必要な情報を的確に伝達する。

４ 口頭指導の記録及び事後検証

（１） 口頭指導の記録

口頭指導員は、出場した救急隊員が事後検証が必要であると判断した口頭指導の

事案について、口頭指導実施記録票（様式第１号）に記録するものとする。

（２） 一次検証

各消防本部は、出場した救急隊員が（１）の事案について記録した検証票（救急

救命処置実施基準第 13）及び（１）の口頭指導実施記録票に基づいて一次検証を
行うものとする。

（３） 二次検証

各消防本部は、一次検証の結果により二次検証が必要と判断した事案について、

検証医に依頼して二次検証を受けるものとする。
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救急事故種別

ドクターカー 要請時刻

ドクターヘリ 要請時刻

才

（応急手当実施者が行った処置概要）

□ 優れている □ 優れている □ 優れている □ 優れている □ 優れている □ 優れている

□ 適　切 □ 適　切 □ 適　切 □ 適　切 □ 適　切 □ 適　切

□ 要検討 □ 要検討 □ 要検討 □ 要検討 □ 要検討 □ 要検討

※二次検証時は傷病者の住所・氏名は非表示にすること

様式第1号

口　　頭　　指　　導　　実　　施　　記　　録　　票

事故発生場所

覚知年月日

覚知時刻

口頭指導開始時刻 有

口頭指導終了時刻 有

出場時刻 （氏名）

現着時刻 （資格） 救急救命士

傷病者住所 性　別

氏　　　　名 年　齢

□　心肺蘇生法　　  □　気道異物除去法　 　□　止血法　　□　熱傷手当

□　指趾切断手当　 □　AED取扱法　　  　  　□　痙攣  　 　□エピペン

□　刺咬傷処置　　　□　中毒・誤飲

□意識の確認　　□呼吸の確認　　□気道確保　　□胸骨圧迫 

□被覆  　　　 　  □人工呼吸 　     □止血           □異物除去  

□保温              □冷却               □体位管理  

□その他（           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ） 

□症状の悪化が生じると判断される 

□応急手当実施者が実施できる状況ではない 

□感染の恐れがある 

□その他（                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ） 

一次検証 （氏名） 検証年月日 年　　　月　　　日

受信状況 状況評価 指導内容 受診時間
ドクターカー・
ドクヘリ連携 その他

備考

口頭指導実施者

救急要請の概要

指導項目

口頭指導内容

指導結果

口頭指導中止理由

（コメント）
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新型コロナウイルス感染症に対応した心肺蘇生法
※　通報者が極度に焦燥し，冷静さを失っている場合等，対応できない場合は口頭指導を中止する。

             ※ 可能なら通報者の電話をスピーカーモードにし，メトロノーム音により圧迫リズムをサポートする

             ※ 胸骨圧迫開始前にハンカチやタオルなどを傷病者の鼻と口に被せ，エアロゾルの飛散を防止

知らない・自信がない・忘れた等 胸骨圧迫のやり方を知っている

引き続き観察を依頼

反応あり

（救助者は感染予防のためマスクを着用し，顔を近づけ過ぎないようにする）

反応（意識）の確認
救助者のマスクの着用を確認し，肩をやさしくたたきながら大声で呼び掛け，反応の確認をさせる。

AEDが近くにあれば,周囲の人に取りに行ってもらう。※１

反応なし

（感染予防のため，顔を近づけ過ぎないようにする）

「普段通りの呼吸」の確認
（ 胸とお腹の動きを含め観察 ）

・「５秒に１回呼吸していますか？」

・「あえぐような呼吸ですか？」

「胸骨圧迫※２のやり方を

知ってますか？」

※　呼吸なし，あるいは不明確

胸骨圧迫開始の確認
「直ちに胸骨圧迫を開始してください」

胸骨圧迫を指導
「胸骨圧迫のやり方を伝えるので，その通りに行ってくださ

い」

「傷病者を仰向けにし，胸の横に位置して下さい」

「胸の真ん中※３に手のひらの付け根を当ててください」

「その上にもう一方の手を重ねて置いてください」

「両肘をまっすぐ伸ばして真上から約５ｃｍ」（小児，乳児は

胸の厚みの約1/3沈むように）胸を強く圧迫してください」

「圧迫の店舗を100～120回/分くらいの速さで連続して

協力者がいる場合は１～２分を目安に交代させる

救急隊と交代するまで，または，傷病者に正常な呼吸や目的のある仕草

（胸骨圧迫している手を払いのけるなど）が認められるまで継続を指導※４

引き続き観察を依頼

普段通りの呼吸あり

成人に対しては,人工呼吸の技術がある場合においても

指導はせず胸骨圧迫のみとする

小児に対しては,技術があり人工呼吸を行う意思

がある場合のみ指導する

※１　AEDが現場に届けば直ちに使用させる

※２　心肺蘇生の「胸骨圧迫」という文言が普及しきれていないため，「心臓マッサージ」を用いてもよい

※３　胸骨圧迫部位の「胸の真ん中」で部位が伝わらない場合，「乳頭を結ぶ線の真ん中」，「胸骨の下

　　　 半分」などを用いてもよい

※４　効果がみえなくても継続するよう指導する
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　　心肺蘇生法（全年齢対象）

　　通報者が極度に焦燥し,冷静

　　さを失っていること等により

　　　　肩をやさしくたたきながら,大声で呼びかけて 　　対応できない場合は,口頭指

　　　　反応の有無を確認させる 　　導を中止する

　　反応がない 　　　　　　　　　　　AEDが近くにあれば,周囲の人に取りに行ってもらう。＊１

　　　　　「普段どおりの呼吸」の確認
　　･「呼吸は普通にしていますか？」
　　･「５秒に１回呼吸していますか？」
　　･「あえぐような呼吸ですか？」
　　上記質問などで,普段どおりの呼吸がないこと（＝心停止）
　　を通信指令課員が判断する。

呼吸なし,あるいは
不明確

「胸骨圧迫＊２のやり方
　　　　知らない を知ってますか？」 　　　知っている
　　　　忘れた
　　　　自信がない等

　※ 可能なら通報者の電話をスピーカーモードにし，
　　　メトロノーム音により圧迫リズムをサポートする。
　胸骨圧迫を指導 　胸骨圧迫開始の確認
「胸骨圧迫のやり方を伝えるので， 「直ちに胸骨圧迫を開始してください」
　　その通り行ってください」 人工呼吸のやり方を知っていれば，人
「傷病者を仰向けにし，胸の横に位置してください」 工呼吸も併用した心肺蘇生法を実施
「胸の真ん中＊３に手のひらの付け根を当ててください」 してもらう。＊４

「その上にもう一方の手を重ねて置いてください」
「両肘をまっすぐに伸ばして真上から約５cm(小児，乳児
は胸の厚みの約１/3沈むように）胸を強く圧迫してくだ
さい」
「圧迫のテンポは100～120回/分くらいの速さで連続して
行ってください」

　　　　　　　　協力者がいる場合は１～２分を目安に交代する

　　　救急隊と交代するまで，または，傷病者に正常な呼吸や目的のある仕草

　　　　　（胸骨圧迫している手を払いのけるなど）が認められるまで継続＊５

＊１　AEDが現場に届けば直ちに使用させる
＊２　心肺蘇生の「胸骨圧迫」という文言が普及しきれていないため，「心臓マッサージ」を
　　　用いてもよい
＊３　胸骨圧迫部位の「胸の真ん中」で部位が伝わらない場合，「乳頭を結ぶ線の真ん中」
　　　，「胸骨の下半分」などを用いてもよい
＊４　口頭指導で人工呼吸のやり方は，指導しない
＊５　効果がみえなくても継続するよう指導する

　
反応（意識）の確認
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　　　　　　　　　　気道異物除去法

　　近隣の協力者やAEDの要請を指示する 　　通報者が極度に焦燥し,冷静

　　さを失っていること等により

　　対応できない場合は,口頭指

　　導を中止する

　･ 咳をすることが可能ならできるだけ続けさせる。

　･ 背部叩打法

　　傷病者の後方から手のひらの基部で左右の肩甲骨の中間あたりを

　　強く連続でたたく。

　＊ 異物が取れるか，反応がなくなるまで行う。

　＊ 意識（反応）がなくなった場合はすぐに知らせるよう指示する。

　＊ 気道異物除去法のやり方を知っている場合，腹部突き上げ法（ハ

　  イムリック）と背部叩打法を繰り返す。

          【心肺蘇生法】の口頭指導へ

      （途中で異物が見えた場合は取り除く）

なし あり

　　気道異物に関する内容の聴取

      反応の確認

傷病者の意識（反応）がなくなった場合
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　　　　　　　　　　　　　止血法

　　通報者が極度に焦燥し,冷静

　　さを失っていること等により

　　対応できない場合は,口頭指

　　導を中止する

　はい

感染防止 　傷病者が楽な姿勢で待機させる
　直接血液に触れないように可能であれば

　ゴム手袋やビニール袋を着用させる ＊意識（反応）がなくなった場合はすぐに知

　 らせるよう指示する

できるだけ，血液に触れないよう注意喚起

直接圧迫止血

　ガーゼ・ハンカチ・タオルなどを重ねて出血部位にあてて，強く
　押さえる

＊ガーゼ等から血液が染み出てくる場合は，圧迫位置が出血部
　 位から外れている，または，圧迫する力が弱いなどが考えられ
　 る
*細いひもや針金で出血している手足を縛る方法は，血管や神経
　を痛める危険性があるので指導しない
＊意識（反応）がなくなった場合はすぐに知らせるように指示する

いいえ 　　　　「出血は止まってますか？」

止血（外傷）に関する内容の聴取

      止血状態の確認

意識・出血状態の継続観察
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　　　　　　　　　　　　熱傷手当

　　通報者が極度に焦燥し,冷静

　　さを失っていること等により

　　対応できない場合は,口頭指

　　導を中止する

　・すみやかに水道の流水で10分以上の冷却を行う

　・衣服を着ている場合は，衣服ごと冷やす

　・氷や氷水により長時間冷やすことは勧めない

　・水泡（水ぶくれ）は破らないようにする

　広範囲が冷えてしまう場合，低体温を防ぐため長時間

　の冷却は避ける

　そのままの状態で待機させる

すでに冷却している場合，低体温を防ぐため長時間
の冷却は避ける

体幹若しくは広範囲の場合 　四肢若しくは局所の場合

　　　冷　　　却

熱傷に関する内容の聴取

      熱傷部位の確認
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　　通報者が極度に焦燥し,冷静

　　さを失っていること等により

　　対応できない場合は,口頭指

　　導を中止する

いいえ

感染防止
　直接血液に触れないように可能であれば

　ゴム手袋やビニール袋を着用させる

できるだけ，血液に触れないよう注意喚起

直接圧迫止血

　ガーゼ・ハンカチ・タオルなどを重ねて出血部位にあてて，強く
　押さえる

｢離れた指はありますか？」 可能な範囲で検索

　　　 観察・処置を継続指示

　は　い

　切断した指趾を医療機関へ持っていくことを説明する
　できるだけ清潔に保つことと,救助者がいる場合で可能であれば氷の調達を指示する

指趾切断手当

は　い
　　「指は切れて離れていますか？」

いいえ

指趾切断に関する内容の聴取

      負傷部位の確認

　　止血法の口頭指導へ
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AED口頭指導要領

　　　　（注）
　　 　　　　※新旧プログラムのAEDが混在する移行期においては、AEDの使用に係る手順は
　  　　　　　  使用する機器のメッセージ等に従って行う。
　　　　　　　 
　　　　　　 ※１歳未満についてはAEDは推奨しない。

AEDの電源を入れる
（機種により違いあり）

パッドの装着
（音声ガイドに従い実施）

心電図解析
（ショックは必要か？）

ショック１回
その後直ちにCPR再開５サイクル（２分間）

直ちにCPR再開５サイクル（２分間）

　　　　CPRは、何らかの応答や目的のある仕草
　　　　（例：嫌がるなどの体動）が現れる、または
　　　　医師・救急隊に引き継　ぐまで行う。

必要あり 必要なし
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心肺蘇生プロトコルへ

痙攣プロトコル

フローチャート 注意事項

・通報者が極度に焦
燥 し冷静さを失って
いる場 合はまず落ち
着かせ る。それでも対
応できな い場合は、
近くにいる人 に代わら
せる。

聴取内容

・何分くらい続いていてるか 

・ガクガク、あるいは硬直した
よう な痙攣か

・左右の手足は同じように痙
攣し ているか

口頭指導内容

・頭や体を打たないように周り
の障害物を遠ざける

・無理やり動かないように押さ
えつけない

・首のボタンなど、締め付けを
緩 める

・舌を噛まないように口の中に
物 を入れると、息が出来なく
なる

・嘔吐等がある場合、横を向
かせ て誤嚥防止をさせる

・発作中は、怪我防止
のため、家具の角や
階段などの危険な場
所から傷病者を遠ざ
ける。 
・舌を噛むことを予防
す る目的で、口の中
へ物を入れることは避
ける。

・「ＶＦ心停止」発症直
後に痙攣、いびきを呈
する場合がある。
 ・痙攣・いびきは「ＶＦ
心停止」のキーワー
ド。

痙攣は続いています

いいえ はい
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刺咬傷処置要領

・きれいな流水で洗浄する

・心臓よりやや低い位置で保つ

・指輪や腕時計、きつい衣類などは全て

取り去る

※冷却は、しない

※口による吸引は、推奨しない

吸引器があれば使用可

※基本縛る必要なし（既に縛っている場

合は、少し緩め軽く縛るよう指示する）

緊縛については、猛毒により比較的短時

間で死に至るような場合に適応

・きれいな流水で洗浄する

・清潔なタオル、ガーゼな

どで圧迫止血する

１１９番入電

ヘビ、トカゲなどの爬虫類

「何に刺され（咬まれ）ましたか？」

犬、猫、ネズミなどの哺乳類 ハチ、ムカデ、マダニなど

の節足動物又は昆虫

「マムシなどの毒ヘビ

ですか？」
しびれ感、違和感、口唇の浮腫、

気分不快、嘔気、嘔吐、腹痛、

発疹、咳喇など

きれいな流水で洗

浄する

冷却、安静にしておく

※ハチ刺傷：皮膚に針が残っている

場合、できるだけ早く取り除く

毒針を直接つまむと中の毒が入るこ

とがあるので注意して取り除く（指

で弾く又はピンセット等により針部

分を摘み抜く）

※エピペンの処方者については、医

師から受けている指示に従う

はい

（疑い含む）

いいえ
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中毒・誤飲

二次災害に注意させながら口頭指導を実施する

※意識・呼吸・脈拍の確認は通報者を二次災害に巻き込む可能性があるため無理に行なわない

◆中毒１１０番

中毒110番は化学物質（たばこ、家庭用品など）、医薬品、動植物の毒などによって起こる急性中

毒について、実際に事故が発生している場合に限定し情報提供しております

一般専用（情報提供料：無料）

◎大阪中毒110番 (24時間対応） ０７２－７２７－２４９９

◎つくば中毒110番 (9時～21時) ０２９－８５２－９９９９

・「異臭のする場所から、風上の異臭のしない場所まで避難してください 」

・「決して異臭のする場所に近づかないでください（ドア等も開けてはいけません）」

・「不審な張り紙の貼ってある場所も同様に入らないでください」

・「付近に声を掛け合い一緒に避難してください 」

・「発生場所付近では火気を使わないでください」

・直ちに受診が必要なもの

ボタン電池・防虫剤・殺虫剤・漂白剤・たばこ・灰皿の水等

無理に吐かせたりせず、

左側臥位にし、安静にさせる

１１９番入電

・何を飲んだのか？

・いつ飲んだのか？

・どれくらい飲んだ？

・吐いたか、吐かせたか

（色は）？

・何か飲ませたか（水・

牛乳等）？

・近くに缶・瓶・容器等

はあるか？

「何か飲んだ」

・目に入った

流水でよく洗う

（できれば１５分以上）

やかんや蛇口の水でゆっく

り弱い流れの水で洗う

・皮膚に付いた

毒劇物の付いた着衣はすぐ

に脱がせ、石鹸を使い皮膚

を充分に流水で洗う

「毒劇物が付いた」

・その場で異臭はするか？

・車両や部屋・バスルーム

に「硫化水素発生中」等の

注意を喚起する張り紙はあ

るか？

・車両やバスルーム等に目

張りがされているか？

・洗浄剤や入浴剤等の入れ

物が散乱したり、バケツ等

が置いてあるか？

「ガス等の吸入」
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